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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月21日(2020.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カンナビジオール（ＣＢＤ）と、Δ－９－テトラヒドロカンナビノール（ＴＨＣ）とを
、４０：１～６０：１の比で含む、医薬組成物。
【請求項２】
　前記ＣＢＤ：ＴＨＣの比が、４５：１～５５：１である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記ＣＢＤ：ＴＨＣの比が、５０：１である、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記ＣＢＤおよび前記ＴＨＣが、グレープシードオイル中に配合されている、請求項１
～３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記ＣＢＤおよび前記ＴＨＣが、Ｃａｎｎａｂｉｓ　ｓａｔｉｖａ　Ｌ．から得られる
、請求項１～４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　前記ＣＢＤおよび前記ＴＨＣが、それぞれ１００ｍｇ／ｍＬおよび２ｍｇ／ｍＬの濃度
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で提供される、請求項１～５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　１種以上の薬学的に許容される担体または賦形剤をさらに含む、請求項１～６のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項８】
　てんかんの治療に使用するための、請求項１～７のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　前記組成物が、経口投与又は吸入投与用に製剤化される、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記組成物が、１ｍｇ／ｋｇ／日のＣＢＤ～１８ｍｇ／ｋｇ／日のＣＢＤの用量で投与
される、請求項８又は９のいずれかに記載の組成物。
【請求項１１】
　前記組成物が、漸増用量で投与され、前記漸増が、７日ごとに２ｍｇ／ｋｇ／日のＣＢ
Ｄである、請求項８～１０のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記対象者に、少なくとも１種のさらなる併用抗てんかん薬（ＡＥＤ）を投与する、請
求項８～１１のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記治療が、発作の頻度または重症度を軽減させる、請求項８～１２のいずれか一項に
記載の組成物。
【請求項１４】
　前記てんかんが小児てんかんを含む、請求項８～１３のいずれか１項に記載の組成物。
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